
目標年度

行政改革・行政運営

基本目標【達成すべき目標及び目標
設定の考え方・根拠】

［最終アウトカム］：国民に信頼される質の高い行政の実現がされること
［中間アウトカム］：以下の三つの機能を通じて、内閣の重要課題や各府省の行政上の課題の解決が促進されること
　　　　　　　　　　　　①行政評価局調査の結果に基づき改善方策が提示されることで、行政制度・運営の見直し・改善が推進されること
　　　　　　　　　　　　②政策評価の推進により、効果的かつ効率的な行政が推進され、国民への説明責任が果たされること
　　　　　　　　　　　　③行政相談の推進により、行政制度・運営の見直し・改善が推進されること

政策評価実施予定
時期

令和４年度令和３年度

テーマの内容や調査
実施上の必要に応じ
て、弾力的な方法（コ
ンパクト調査又は機
動的な調査）により、
調査を適切に実施
し、また適切な方法・
タイミングで公表

テーマの内容や調
査実施上の必要に
応じて、弾力的な方
法（コンパクト調査又
は機動的な調査）に
より、調査を適切に
実施し、また適切な
方法・タイミングで公
表

テーマの内容や調査
実施上の必要に応じ
て、弾力的な方法（コ
ンパクト調査又は機
動的な調査）により、
調査を適切に実施
し、また適切な方法・
タイミングで公表

令和５年８月

主要な政策に係る政策評価の事前分析表（令和３年度実施政策）

政策
（※１）

名 政策２： 行政評価等による行政制度・運営の改善

担当部局課室名
行政評価局総務課
他２課

作成責任者名
行政評価局総務課長
原嶋　清次

政策の概要

政府内にあって施策や事業の担当府省とは異なる立場から、次の活動を行う。
【行政評価局調査】各府省の政策効果や業務運営上の課題を実証的に把握・分析し、政策や制度・業務運営の見直し、
改善方策について勧告等を行う。
【政策評価の推進】政策評価に関する基本的事項の企画立案、各府省の政策評価の点検等により、政策評価の質及び
実効性の一層の向上を図る。
【行政相談】国民の行政に関する苦情や意見・要望を受け付け、関係行政機関にあっせん・通知を行うことにより、個々
の苦情の解決や行政の制度・運営の改善を図る。

分野【政策体系上の
位置付け】

令和２年度施策手段 基準年度

目標（値）

年度ごとの目標（値）

過去３年間の改善措
置率の平均値以上
かつ基準値（96.3%）

以上

過去３年間の改善措
置率の平均値以上
かつ基準値（96.3%）

以上

過去３年間の改善措
置率の平均値以上
かつ基準値（96.3%）

以上

　国の行政の質を向上させ、行政に対する国民からの信頼を確保するため
には、行政評価局調査の結果行った勧告等に対する各府省の改善措置に
より、実際の行政上の課題・問題点が解消されることが重要であることから、
本指標を設定した。

　調査結果に係る各府省の改善措置状況については、調査結果の公表時
に、内容に応じて、原則１年から２年後までの間で特定した時点でフォロー
アップを行うこととしている。設定する目標としては、フォローアップ（複数回
フォローアップを行うこととしている場合、最後のフォローアップ）において、
勧告の指摘事項のうち、改善措置が採られたものの割合が、過去３年間の
改善措置率の平均値以上かつ基準値以上となることとした。
　なお、フォローアップは勧告等の１～２年後に行うものであるため、単年度
の改善措置率を指標に用いるのではなく、過去３年間の改善措置率の平均
値を用いることとしている。

 93.9%
（平成30年度95.5％、
令和元年度94.4％、
２年度91.8％の平均

値）

－

基準（値）

－

①

全国規模の調査に基づく勧告
等について、フォローアップ時点
での改善措置率
（※）
　＜アウトカム指標＞

※①該当年度にフォローアップ
（複数回フォローアップを行うこ
ととしている場合、最後のフォ
ローアップ）を実施した調査につ
いて、調査ごとに＜フォローアッ
プ時点での改善措置件数／勧
告等における指摘事項数＞を
算出、②年度ごとに①の結果の
平均値を算出、③過去３年間の
平均値を「改善措置率」として算
出

測定指標の選定理由、施策目標と測定指標の関係性（因果関係）
及び目標（値）（水準・目標年度）の設定の根拠年度ごとの実績（値）

（※2）

基準値以上かつ
前年度実績以上

令和
４年度

施策目標 　　　　　　　　測定指標
（数字に○を付した測定指標は、主要
な測定指標）

            96.3%
（過去３年間の改善
措置率（平成29年度
98.9％、30年度
95.5％、令和元年度
94.4％の平均値）の
平均値）

令和
元年度

（総務省R3－②）

モニタリング



　国の行政の質を向上させ、行政に対する国民からの信頼を確保するため
には、おおむね1年の調査期間で実施する従来型の調査のほか、必要に応
じてコンパクト調査又は機動的な調査を適切に実施し、また適切な方法・タ
イミングで公表することが必要であることから、本指標を設定した。

　なお、本指標の参考指標として、以下を設定した。

【参考指標】
・コンパクト調査（調査予定期間が１年未満の調査）及び機動的な調査（「行
政評価等プログラム」において実施することとされているテーマ以外の調査）
の実施件数
＜令和２年度：７件＞

※コンパクト調査については、原則として当該年度に調査を開始し、かつ1年
未満で調査が終了したものを計上する。

－ －

・コンパクト調査かつ
機動的な調査とし
て、①「政府電子調
達システムの利便性
向上に関する実態調
査」、②「国の資格の
更新等に伴う講習・
研修等の見直しに関
する実態調査」、③
「国立大学への入学
時における保証人契
約の適正化に関する
実態調査」を実施・公
表した。①及び②は
コロナ禍において進
むデジタル化につい
て現場の実情を調査
したものであり、③は
行政相談を端緒に全
国的に調査したも
の。
　また、調査開始か
ら①は約3か月、②
は約2か月、③は約3
週間で、行政評価局
レポートとして速やか
に公表した。
　そのほか、②につ
いては、令和2年12
月22日開催の規制
改革推進会議で決
定された「当面の規
制改革の実施事項」
において、「各府省
は、総務省行政評価
局の実態調査の結
果も踏まえ、法令に
基づく講習等につい
て、オンライン化に取
り組む」こととされて
いることを踏まえ、そ
の後の対応状況等
についての調査（「国
の資格の更新等に
伴う講習・研修等の
見直しに関する実態
調査－その後の対
応状況を中心として
－」）を令和3年3月か
ら実施した。

・コンパクト調査とし
て、「都道府県指定
文化財（美術工芸
品）の保護・承継に
関する行政評価・監
視」を実施・公表し
た。

各府省の業務
の実施状況に
ついて、課題や
問題点等を実
証的に把握・分
析し、その結果
に基づき改善
方策を提示す
ることにより、
行政制度・運営
の見直し・改善
を推進すること

行政評価局調査の
効果的な実施

②

テーマの内容や調査実施上の
必要に応じて、弾力的な方法
（コンパクト調査又は機動的な
調査）により、調査を適切に実
施し、また適切な方法・タイミン
グで公表できたか
　＜アウトプット指標＞

テーマの内容や調査
実施上の必要に応じ
て、弾力的な方法（コ
ンパクト調査又は機
動的な調査）により、
調査を適切に実施
し、また適切な方法・
タイミングで公表でき
たか

－

テーマの内容や調査
実施上の必要に応じ
て、弾力的な方法（コ
ンパクト調査又は機
動的な調査）により、
調査を適切に実施
し、また適切な方法・
タイミングで公表する

令和
４年度



　本調査は、問題意
識を絞った調査とす
ることにより、調査開
始から約9か月で公
表した。

・上記のほか、コンパ
クト調査かつ機動的
な調査を2件、コンパ
クト調査を5件、令和
2年度から実施した。

・コンパクト調査かつ
機動的な調査とし
て、令和元年9月か
ら実施していた「緊急
自動車等における
ETC活用等に係る実
態調査」を令和2年6
月に行政評価局レ
ポートとして公表し
た。また、令和元年
12月から実施してい
た「学校施設の長寿
命化計画の策定に
関する実態調査」に
ついては、関係する
データや事例の整
理、分析に時間を要
したことから、令和2
年12月の公表となっ
た。



【目標管理型政策評
価】
・実証的共同研究の
実施件数：２件（二つ
の実際の施策）

【規制評価】
＜点検件数＞195件
＜指摘件数の割合
＞32.8%（点検件数
195件、うち指摘した
件数64件）
＜主な指摘＞
・費用及び効果の金
銭価値化・定量化が
不十分
・EBPMの観点を踏ま
えたロジック（課題、
課題の発生原因、非
規制手段との比較
等）の記載が不十分
・費用及び効果の金
銭価値化・定量化が
可能となるよう具体
的な手法を提示する
とともに、推奨事例を
横展開

【目標管理型政策評
価】
「実証的共同研究の
成果と今後の取組に
ついて」（R2.5.8制度
部会資料）を踏まえ
た実証的共同研究
を実施

【規制評価】
・令和３年度点検方
針を踏まえた点検を
実施

【公共事業評価】
・各行政機関の評価
情報の収集･提供や
今後の在り方の検
討等を実施

【租税特別措置等に
係る評価】
・令和３年度点検方
針を踏まえた点検を
実施

【研修】
・e-ラーニングを充
実化するとともに、こ
れを含めた研修を実
施

【目標管理型政策評
価】
「実証的共同研究の
成果と今後の取組に
ついて」（R2.5.8制度
部会資料）を踏まえ
た実証的共同研究を
実施

【規制評価】
・令和４年度点検方
針を踏まえた点検を
実施

【公共事業評価】
・令和３年度の検討
結果等を踏まえ、点
検を実施

【租税特別措置等に
係る評価】
・令和４年度点検方
針を踏まえた点検を
実施

【研修】
・充実化させたe-
ラーニングを含めた
研修の実施

また、
令和２～４年度の実
証的共同研究、点
検、研修の在り方に
ついて総括を実施

　行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律第86号） の第１
条（目的）においては、「（前略）政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進
しその結果の政策への適切な反映を図るとともに、政策の評価に関する情
報を公表し、もって効果的かつ効率的な行政の推進に資するとともに、政府
の有するその諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにする
ことを目的とする。」と定められている。
　この目的を達成するためには、政策評価の質及び実効性を高めていくこと
が必要であるため、これを指標として設定した。当該指標については、定量
的に把握することが困難であるが、目標の達成状況を把握する上で参考と
なる、各府省の政策評価の取組状況等について参考指標を設定した。
　年度ごとの目標については、各行政機関の政策評価が客観的で適正なも
のになるよう、政策評価の点検を実施することを目標として設定した。なお、
公共事業評価に係る点検については、これまでに主要な事業区分を一巡し
たことから、作業の合理化という観点も踏まえ、令和３年度は、各行政機関
の評価情報の収集・提供や、今後の在り方の検討等を行うが、横断的な点
検は行わないこととする。
　また、総務省では、政策評価の質の向上のため、各府省及び学識経験者
とともに「政策効果の把握・分析手法の実証的共同研究」を実施し、関係府
省の政策改善を支援するとともに、得られた知見を共有することにより、各
府省におけるEBPMの実践を後押ししているところである。政策プロセスにお
けるEBPMの一層の浸透・定着を図るため、引き続き実施することを目標とし
て設定した。

政策評価の質及び実効性の向
上
　＜アウトカム指標＞

【目標管理型政策評
価】
「実証的共同研究の
成果と今後の取組に
ついて」（R2.5.8制度
部会資料）を踏まえ
た実証的共同研究を
実施

【規制評価】
・「令和２年度の規制
評価の点検方針」
（令和２年３月）を踏
まえた点検を実施

【公共事業評価】
・令和２年度点検方
針を踏まえた点検を
実施

【租税特別措置等に
係る評価】
・令和２年度点検方
針を踏まえた点検を
実施

【研修】
・全国10か所での研
修、e-ラーニングを
実施

政策評価の推
進により、効果
的かつ効率的
な行政が実現
されるとともに、
国民への説明
責任が果たさ
れるようになる
こと

政策評価審議会政
策評価制度部会（以
下「制度部会」とい
う。）や行政評価局ア
ドバイザーの知見を
活用した以下の取組
・ガイドラインの見直
し等
・各行政機関が行っ
た政策評価の点検



【公共事業評価】
＜点検件数＞22件
＜指摘件数の割合
＞36.4％（点検件数：
22件、うち指摘した
件数８件）
＜主な指摘＞
・個別事業ごとの実
施の必要性や有効
性を外部から検証で
きるよう、個々の事
業背景を記載するな
ど評価事項を見直す
こと
・費用便益分析に当
たって用いた便益の
内容等を外部から検
証できるよう、便益の
項目、推計手法及び
原単位を明らかにす
るための方策を講ず
ること
＜フォローアップで把
握した指摘の改善件
数の割合＞100％
（令和元年度の指摘
件数：４件、うち改善
件数４件）

【租税特別措置等に
係る評価】
＜点検件数＞42件
＜指摘件数の割合
＞100％（点検した評
価書数：42件、うち指
摘した評価書数42
件）
＜主な指摘＞
・達成目標と効果に
関する分析・説明が
不十分
※点検過程で各行
政機関に補足説明を
求め、分析・説明の
内容の改善を実現

【研修】
＜研修＞
・全国10か所で実施
（オンライン形式）
・参加（登録）者数：
1,430人
＜e-ラーニング＞
・令和２年10月から
同３年２月まで実施
・参加（登録）者数：
792人

【その他】
・政策評価審議会に
おいて、政策評価の
改善を含む提言を取
りまとめた（令和３年
３月17日）

－ －

　政策評価の質及び実効性を高めていくためには、政策評価に関する理解
と専門的知識の向上等が欠かせない。これを企図し、毎年度、各府省の評
価担当者（出先機関含む。）等を対象として、研修を実施しているところであ
る。令和２年度は、できるだけ多くの担当者に参加してもらうことを企図して、
少なくとも全国10か所（東京、管区行政評価局、四国行政評価支局、沖縄行
政評価事務所）で開催するとともに、e-ラーニングを実施することとしてい
る。また、令和３年度以降において、現下の情勢も踏まえ、e-ラーニングの
充実も図りつつ、研修全体の在り方を検討・実施することとした。
　また、令和５年度以降の取組改善のため、令和４年度において、令和２年
度から４年度までの取組について総括を実施することとしている。

【関係法令等】
・行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律第86号）第１条等
・総務省設置法（平成11年法律第91号）第３条、第４条第１項第10号等
・政策評価に関する基本方針（平成17年12月16日閣議決定）
・規制に係る政策評価の改善方策（平成29年３月６日　政策評価審議会政
策評価制度部会）
・目標管理型の政策評価に係る評価書の検証結果等（平成30年３月２日
政策評価審議会政策評価制度部会）
・公共事業に係る政策評価の改善方策（平成30年３月２日　政策評価審議
会政策評価制度部会）
・統計改革推進会議最終取りまとめ（平成29年５月19日統計改革推進会議）
・政策評価制度に関する決議（平成27年７月８日参議院本会議）

点検等の実施による
政策評価の質及び

実効性の向上

令和
４年度

＜参考指標＞
・各年度の点検件数
・指摘件数の割合又はフォロー
アップで把握した指摘の改善件
数の割合
・研修の参加者数

令和元年度の政策
評価の実施状況

（規制、公共事業、租
税特別措置等）
・政策効果の把握・
分析手法の実証的
共同研究の実施
・諸外国の政策評価
制度に係る調査・研
究
・政策評価担当者等
に対する研修の実施
・政策評価各府省連
絡会議等の開催　等

③
令和

元年度



※１　政策とは、「目標管理型の政策評価の実施に関するガイドライン」（平成25年12月20日政策評価各府省連絡会議了承）に基づく別紙１の様式における施策に該当するものである。

※２　「年度ごとの実績（値）」欄の括弧書きの年度は、その測定指標の直近の実績（値）の年度を示している。

※３　前年度繰越し、翌年度繰越しの他、移流用増減、予備費での措置等を含む。

※４　測定指標は施策目標の達成状況が端的に分かる指標を選定しており、必ずしも達成手段と関連しないため「－」となることがある。

 ※５　総務省令和３年度行政事業レビュー（https://www.soumu.go.jp/menu_yosan/jigyou3.html）を参照　

　行政制度・運営の見直し・改善を推進するためには、全国に配置された５
千人の行政相談委員との協働を充実させ、国民による行政相談の利用促進
を図り、行政に対する国民の相談案件をできるだけ吸い上げることが不可
欠であることから、その成果を測定する指標として最も適切と考えられる、行
政相談の総受付件数を設定。
　目標値については、過去の実績と次期中期目標期間における推計値（※）
を踏まえ設定した。
　（※）ピーク時以降のトレンド（平成４年度: 233,334件⇒令和元年度：
163,689件）で試算すると、次の３年間（令和２～４年度）の総受付件数は、
162,192～167,207と推計される。

119,116件 －

令和３年度行政事業
レビュー事業番号

※５1～5

16.5万件以上

－

－

令和３年度

95.0％以上
令和

４年度

　行政相談制度は、国の行政に関する苦情の申出等に応じ、必要なあっせ
んを行い、その解決を促進するとともに、これを行政の制度及び運営の改善
に反映させるものである。この行政相談制度の目的を踏まえ、あっせんによ
り各府省において具体的な対応が行われ、どれだけの苦情が解決されたか
を示すあっせん解決率が、最も適切と考えられることから測定指標として設
定。
　目標値（95％以上）については、既に高い水準を達成（平成29年度には
97.2％）していることから、引き続き、これを維持する趣旨で設定した。
　なお、あっせんには、必要に応じ行政苦情救済推進会議に付議した上で
行うものや、行政相談委員法第４条に基づいて行政相談委員から提出され
た意見を契機として行うものもあることから、これらを参考指標として設定し
た。

【参考指標】
・行政苦情救済推進会議の審議に基づくあっせん件数
＜令和元年度：17件＞
＜令和２年度：13件＞
・行政相談委員法第４条に基づく意見を契機としたあっせん等件数
＜令和元年度：３件＞
＜令和２年度：３件＞

（※）行政相談委員法第４条に基づく意見：行政相談委員が、総務大臣に対
して、日常の行政相談業務の遂行を通じて得られた行政運営の改善に関す
る意見を述べることができるというもの。

95.6％
（あっせん等を実施し

た件数：452件、
うち解決が図られた

件数：432件）

－

令和２年
７月17日

Ⅱ１(２)　デジタル時代の規制・制度のあり方

年月日 関係部分（抜粋）

行政機関が行う政策の評価に関する基本的事項等を定めることにより、政策の評価の客観的かつ厳格
な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図るとともに、政策の評価に関する情報を公表し、
もって効果的かつ効率的な行政の推進に資するとともに、政府の有するその諸活動について国民に説
明する責務が全うされるようにする。

経済財政運営と改革
の基本方針2021

令和３年
６月18日

第３章７  経済・財政一体改革の更なる推進のための枠組構築・EBPM
推進

1～5

4、5
国民の行政に関する苦情の解決の促進に資するため、苦情の相談に関する業務の委嘱について必要
な事項を定め、もって行政の民主的な運営に寄与する。

関連する
指標
(※4)

0003

0002

※５

達成手段の概要等

施政方針演説等の名称

規制改革実施計画

95.0％以上 95.0％以上 95.0％以上

16.5万件以上 16.5万件以上

163,689件
令和

元年度

※５

※５

1,020百万円

－

－

予算額（執行額）
（※3）

政策に関係する内閣の重要政
策（施政方針演説等のうち主な
もの）

16.5万件以上
令和

４年度

1～3

令和元年度 令和２年度

政策の予算額・執行額
1,086百万円
（970百万円）

1,017百万円
（707百万円）

(2)
行政評価等実施事業(管区行政評価局)
（昭和27年度）

受け付けた苦情等に
ついて、必要なあっ
せん等を実施するこ
と

(3) 行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年）

(4) 行政相談委員法（昭和41年）

94.7%
（あっせん等を実施
した件数：514件、

うち解決が図られた
件数：487件）

令和
元年度

⑤

行政相談の推
進により、行政
制度・運営の見
直し・改善を推
進すること

行政相談委員と協働
する等して行政に対
する国民の相談案件
を吸い上げること

4
行政相談の総受付件数
　＜アウトカム指標＞

苦情あっせん解決率
　＜アウトカム指標＞

(1)
行政評価等実施事業(総務本省)
（昭和27年度）

達成手段
（開始年度）


